
１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

コンプライアンス徹底のための基本的枠組み
(1)コンプライアンスを統括する責任者その他必要な機関を設置し、以下を行う。
・コンプライアンス関連規程の策定
・役職員へのコンプライアンス教育
・内部通報窓口の設置・運営および通報者保護の徹底
・問題発生時の対応
・取締役会への活動状況の報告
(2)違反者には、懲戒規程等に基づき適正な処分を行う。
(3)内部監査部門は、当社およびグループ各社（以下、当社グループという）のコンプライアンス
体制および活動の推進状況を監査し、必要に応じ、その改善に向けて指摘・提言を行う。

適正な財務報告
金融商品取引法その他の関連法令に従い、適正な財務報告を行うための仕組みを構築する。

反社会的勢力への対応
関係不保持および助長行為の排除を方針とし、社内における当該方針および対応部門の周知徹底な
らびに外部関係機関との連携を進める。

社外取締役の選任
取締役の職務の執行に関する監督機能強化のため、社外取締役を複数名選任する。

監査役による監査
監査役は、取締役の職務の執行における法令・定款等の遵守状況を監査する。

上記体制に関する運用状況の概要

＜コンプライアンス徹底のための基本的枠組み＞
・チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を委員長とするコンプライアンス委員会を設置
し、グループ全体でのコンプライアンス・プログラムを積極的に展開することで、グループ役
職員のコンプライアンスに関する知識や意識の向上を図っています。
また、匿名・記名を問わず利用できるコンプライアンス委員会事務局・監査役への直接の報
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告・相談ルート(ホットライン)を社内外に設置するとともに、ホットライン利用者が不利益を
被らないよう厳重な措置を講じ、通報ならびに違反行為発覚時には、迅速かつ適切に対応し、
違反者には厳正な処分を行うとともに、真因分析を行い再発防止策を講じています。

・コンプライアンス推進責任者を対象に、近時の当社グループにおけるコンプライアンス事案を
踏まえたマネジメントのあり方や、留意点等に関する意見交換を実施しています。

・2025年度も、グループ各社にて組織単位でコンプライアンス実践に関する課題や想いを率直
に共有する対話会（コンプライアンス車座会議）を実施しました。
また、組織風土改善に向け、社外専門家の提言を踏まえ、組織風土イノベーションプロジェク
トにおいて、各種施策に取り組んでいます。

これらの活動状況については、経営会議および取締役会において報告しています。
＜適正な財務報告＞
・財務報告の正確性と信頼性を確保するため「適正な財務報告を行うための基本方針」を策定
し、これに基づき財務報告を適正に実施しています。

＜反社会的勢力への対応＞
・反社会的勢力排除のための取引先審査体制の整備や外部機関との連携により取引遮断を図ると
ともに、取引先が反社会的勢力であると判明した場合の関係遮断のための体制を整備し、運用
しています。

＜社外取締役の選任＞
・全取締役の過半数にあたる5名の独立社外取締役を選任することで、経営に対する助言・監督
機能の更なる強化を図っています。また取締役・監査役にその役割・機能を適切に発揮いただ
くため、2025年度は、当社グループのAIへの取り組み状況に関する意見交換会、当社におけ
る重要なシステム開発子会社社長との意見交換会、独立社外取締役間の意見交換会、本社ファ
シリティ変革に伴うフロア視察、弁護士によるコーポレート・ガバナンスの潮流に関する研修
を実施しています。

＜監査役による監査＞
・2024年度の監査役監査の結果と2025年度の内外環境の変化を踏まえた重点監査項目を定め、
それに基づき監査役監査を実施しています。
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

情報管理体制
(1)取締役の職務執行に係る情報は、法令および文書管理に関して定めた社内規程に基づき適切に
保存・管理する。

(2)取締役および監査役は、要請すれば、いつでもこれらの情報を閲覧できる。

上記体制に関する運用状況の概要

・情報の保存期間および保存場所等の情報管理に関し、「文書保存管理規程」および「秘密情報の
取扱要領」等の社内規程を策定しています。
・取締役の職務の執行に係る情報については、適切に保存および管理し、取締役や監査役の要請に
応じていつでも情報提供できる体制を整備し、運用しています。
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制
(1)リスク管理を統括する責任者その他必要な機関を設置し、以下を行う。
・損失の危険(リスク)管理に関する規程の策定
・リスクの発生を未然に防止するために必要な仕組みの構築・運営
・有事における対応
・リスク管理項目・体制の見直し
・取締役会への活動状況の報告
(2)内部監査部門は、当社グループのリスク管理体制および活動の推進状況を監査し、必要に応
じ、その改善に向けて指摘・提言を行う。

上記体制に関する運用状況の概要

・チーフ・リスク・マネジメント・オフィサー(CRMO)を委員長とするリスク管理委員会を設置の
上、社内規程に基づき、グループ全体のリスクを一元管理し適宜リスク管理項目の見直しを行い
つつ、経営に重大な影響を及ぼすリスクへの対応策を講じています。
・中長期的なリスクマネジメント戦略として、「グループ全体のリスクマネジメント機能強化」、
「グループ役職員のリスク管理能力向上」を重点施策として実施しています。
・経営レベルが参加するビジネス審査委員会および投資委員会において重要案件のリスクについて
審査を行っています。
・チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー(CISO)を委員長とする「総合セキュ
リティ委員会」を設置し、サイバーセキュリティ戦略を策定のうえ、情報資産の適切な管理を
実施しています。

・CRMOを本部長とする「事業継続プロジェクト（BCP）」を設置し、有事の際に速やかに事業
継続のための活動を開始できる体制・計画を整えています。

・リスク管理委員会、総合セキュリティ委員会、事業継続プロジェクト（BCP）およびコンプラ
イアンス委員会の各活動については、経営会議および取締役会へ報告しています。

・2025年度は、リスクマネジメントの機能強化を図るべく、経営上の「重要なリスク」に人権・
地政学リスクを追加するとともに、中長期の経営に影響しうるリスクを新たに特定し、これら
のリスクを「重要なリスク」の管理に組み込むことで、初期段階からリスクを把握・対応でき
るようにしました。

・中長期的なサイバーセキュリティ戦略として、常に世界最高水準の情報セキュリティレベルを目
指すべく、セキュリティルール遵守の徹底、情報取扱いの適切な運用の推進、サイバー攻撃の
標的となりうるセキュリティ要件実装不備の防止を重点施策として推進しています。
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４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営の監督と執行の分離および権限委譲
迅速かつ効率的な職務執行を適正に行うため、以下の事項を行う。
・執行役員制度および業務執行役員制度の導入
・経営会議・委員会等の設置による意思決定の効率化および適正化
・事案の重要性に応じた決裁制度の構築および適切な権限委譲
・経営計画を策定し、その進捗の状況を取締役会で確認する

上記体制に関する運用状況の概要

・経営の監督と執行を分離し、迅速な業務執行を図るため、執行役員制度および業務執行役員制度
を導入しています。

・業務執行の重要事項を決定するための意思決定機関として、取締役を兼務する執行役員等で構成
される経営会議を設置しています。

・個別経営課題を実務的な観点から審議するため、各種専門委員会を設置しています。
・サステナビリティ委員会、ソーシャル委員会、環境貢献委員会の関与のもと、グループ全体にお
けるSDGs経営とESG経営への取り組みをより推進し、活動状況については経営会議および取締
役会へ報告しています。

・一段組織長の権限を超える案件の意思決定のため、稟議項目や決裁レベルを定めた稟議規程に基
づく決裁制度を運用しています。

・2024年度からの3ヵ年を対象期間として策定した経営方針（2024-2026）に沿った経営をする
とともに、進捗状況を取締役会で定期的に報告・議論しています。
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５．当社ならびにグループ会社における業務の適正を確保するための体制

グループ会社管理の枠組み
当社およびグループ各社の業務の適正を確保し、グループとしての企業価値向上を図るため、以下
を行う。
・グループ会社毎に担当主管部門を設置
・主管部門の職責等に関する規程の整備
・出資者としての法的または契約上の権利行使によるグループ各社に対する適切な管理および支援

グループ・コンプライアンス体制
(1)グループ各社にコンプライアンスに係る責任者を設置し、これら責任者が相互に連携して活動
を行う。

(2)グループ各社が利用可能な内部通報窓口を設置する。

当社およびグループ各社に対する内部監査
内部監査部門は、当社およびグループ各社の業務執行における統制状況を監査し、必要に応じ、改
善に向けた指摘・提言を行う。

上記体制に関する運用状況の概要

＜グループ会社管理の枠組み＞
・当社およびグループ会社の経営効率の向上と経営理念の統一化を図るため、グループ会社毎の
主管部署を定めるとともに「関係会社管理規程」に基づくグループ会社管理を行っています。
・各グループ会社の主管部長は、関連スタッフ部門の協力を得て、差入役員等を通じた適切な連
結経営体制の構築・維持、内部統制の整備・運用およびリスク管理を実施しています。また、
毎年、新任の差入役員およびグループ会社の主管部長を対象に教育研修を実施し、グループ会
社管理の実効性向上に努めるとともに、主管部長を通じて、主要なグループ会社の内部統制シ
ステム整備状況を確認しています。
・ハイブリッドワークなど新しい働き方の下、対面コミュニケーション機会の減少によりコンプ
ライアンス違反の予兆を把握しにくい状況も生じています。職務分離をはじめとする不正が起
こりにくい内部統制体制を構築・運用し、その運用状況をグループ会社の監査役監査や当社内
部監査部門による監査等を通じて定期的にモニタリングすることで、問題の早期発見ととも
に、内部統制体制の継続的改善に努めています。
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＜グループ・コンプライアンス体制＞
・出向者・派遣社員を含むグループの役職員が利用可能なホットラインの設置を含め、グループ
全体を対象にコンプライアンス・プログラムを実施しています。
グループ各社のCCOを集めたCCO会議においてグループにおけるコンプライアンス事案と再
発防止策を共有する等、グループ全体の意識向上に努めています。
・グループ役職員のコンプライアンス意識の浸透・徹底にあたっては、CCOによる定期的なメ
ッセージ発信のほか、関連規程やガイドブックの充実、グループ役職員への教育研修・意識啓
発などの取り組みを実施しています。

・グループ各社において法令や社内規程違反が明らかになった場合、速やかに是正措置と再発防
止策を講じています。また、当該措置が適切に機能しているかを検証し、必要に応じて追加の
是正措置等を講じています。

＜当社およびグループ各社に対する内部監査＞
・内部監査計画に基づき、当社および主要な子会社に対する監査を実施し、改善に向けた指摘を
行うとともに、監査の状況を当社経営会議および取締役会に報告しています。

・2026年度からのグローバル内部監査基準への適合に向け、取締役会で承認を受け、関連規程
の改定を含む各種対応を進めています。
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６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役補助体制
(1)監査役の指揮命令に従って監査業務を補佐する組織を設置し、専任の使用人を配置する。
(2)監査役業務を補佐する使用人の人事については監査役会の同意を要する。

上記体制に関する運用状況の概要

・監査役の職務遂行を補助する組織として監査役室を設置し、監査役会の同意を得て、専任の室長
1名を含む適正な人数の職員を配属しています。
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７．監査役への報告に関する体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役(会)への報告に関する体制
(1)取締役は、自己の職務執行過程において当社に著しい損害を及ぼすおそれがあるときは、これ
を直ちに監査役会に報告する。

(2)当社グループの役職員が当社の監査役に対し直接コンプライアンスに関する報告を行うことが
できるよう、内部通報制度を設置するとともに通報者を保護する仕組みを設ける。

その他監査の実効性確保に向けた体制
(1)監査役は、当社取締役会のほか、経営会議、その他の重要会議に出席し、意見を述べることが
できる。また、監査役が要請した文書等は、直ちに提供される。

(2)監査役は、定期的または必要に応じ、役職員等よりグループ会社に関する事項を含む報告を受
けることができる。

(3)監査役・監査役会は、内部監査部門および会計監査人と緊密な連携を図り、効果的な監査を行
う。

(4)監査役は、グループ各社の監査役と連携してグループ会社の管理およびグループ監査が実効的
に行われることを確保する。

(5)監査役の職務の執行に係る費用は、会社が負担する。

上記体制に関する運用状況の概要

＜監査役(会)への報告に関する体制＞
・監査役会は、各取締役から「業務執行確認書」を取付け、会社に著しい損害を及ぼすおそれの
ある事実を発見した際は、直ちに監査役(会)に報告がなされたかを各取締役に確認していま
す。

・監査役会は、監査役への直接の報告相談ルートとして「監査役ホットライン」を設置するとと
もに、公益通報者保護法を踏まえ、通報者保護の仕組みを強化し報告者への不利益な取り扱い
を禁止しています。

＜その他監査の実効性確保に向けた体制＞
・監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席しています。また、稟議書等の重要書類
を監査役に回付しています。

・監査役は、社長その他の取締役や重要な使用人に対し、随時ヒアリングを実施しています。
・監査役会は、年に5回、三様監査連絡会を開催し、リスク管理状況や重点監査項目等について
意見交換を行うとともに、公認会計士・監査審査会等のレビュー結果の確認を行っています。

・常勤監査役は、グループ内部監査部と情報共有を行い、必要な意見交換を行っています。
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・監査役は、適宜、海外を含むグループ会社の往査を実施するとともに、四半期に一度主要なグ
ループ会社の監査役から監査役監査の定期報告を聴取し、グループの管理・統制状況を確認し
ています。
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